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研究要旨：公衆衛生医師の人材確保・育成に向け、これまで多くの取り組みがされ

てきたが、現時点では十分に効果的と言える方策の開発には至っていない。そこで

本研究は本分野における政策評価の方法を提案することを最終的な目的とし、まず

はその準備段階として現行の厚生労働省の公衆衛生医師の確保対策の経緯をとりあ

げて、対策の要素と課題を抽出した。結果としてガイドラインやチェックツール、

好事例集の開発がされていることが分かった。一方で確保対策の課題も見られ、そ

の点について考察を加えた。 

 

 

A．研究目的 

1)背景・概況 

これまで公衆衛生医師の確保を目的として厚

生労働省、各自治体レベルにおいて、多くの

検討・取り組みがなされてきたが、現時点に

おいても十分に奏功してきたとは言い難い。

読売新聞 2017 年 12 月 25 日夕刊において

も、同誌の調査により得た結果より「保健所

長足りない」と題した記事を掲載している。

記事によると「公衆衛生活動の先頭に立つ保

健所の所長のなり手が不足し、全体（481 か

所）の約 1 割に当たる 21 道県計 49 保健所

で、所長が兼務状態になっている」と指摘

し、大きく取り上げている。これは公衆衛生

医師の不足が一般の関心事項になるほど拡大

していることを示すと考えられ、政策的な確

保対策の必要性がより一層求められる状況と

なり、今後もその傾向は継続すると考えられ

る。 

この様な社会情勢の中、現行の取り組みを見

直し、効果的な方法に絞った整理及び新たな

方策の模索を同時に進める必要がある。その

ためには、各自治体が政策評価の観点で取り

組みを評価・見直し、継続に取り組める方法

論の共有と各自治体の体制作りが求められ

る。 

 

2)目的 

本研究は、政策評価の観点から現時点での政

策的方策を可能な範囲で参照し、効果的な確

保対策の方法を明らかにすると同時に現行の

対策の課題の抽出と今後の対応策の案につい
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て整理を行うことを目的とする。 

 

3)意義と期待できる成果 

 研究事業初年度の成果として、まずは現在

実行されている公衆衛生医師の確保対策の政

策評価を行う準備を行う。具体的には厚生労

働省の取り組みの経緯をレビューして論点整

理を行い、今後より精緻な政策評価に繋げて

ゆく。ここでいう政策評価とは「セオリー評

価」「プロセス評価」「インパクト評価」「コ

スト・パフォーマンス評価」を指す(1)(2)。 

 

B．研究方法 

 研究班に関連の深い行政主体として厚生労

働省の取り組みを取り上げ、既存資料の収

集・分析を実施した。具体的には、ホームペ

ージ、審議等の過程で配布された検討資料、

議事録当を検討した。さらに、指針（ガイド

ライン）、実施要項、マニュアルなどを参考

にした。その中で主な成果物について整理し

た。 

 

(倫理面への配慮) 

 特に該当なし。 

 

C．研究結果 

1)厚生労働省における公衆衛生医師の確保対

策の概要 

主に厚生労働省のホームページ（3）によ

り情報収集して得られた中から、重要なもの

をいくつか紹介する。平成 17 年 1 月にまと

められた「公衆衛生医師の育成・確保ための

環境整備に関する検討会報告書」（4）は多く

の重要な指摘が含まれている。同報告書は平

成 16 年 8 月と 10 月に行われた、地方公共

団体、医育機関（公衆衛生学教授等）、公衆

衛生医師に対してのアンケートを基に作成さ

れ、23 ページからなる。中でも有用性が高

いのは、別紙としてつけられた自治体向けの

アクション・チェックリストである「公衆衛

生医師の育成・確保のための環境整備に関す

るチェックシート」である。以下に項目を示

す。 

(1) 公衆衛生医師の育成 

① 研修計画の策定 

② 人事異動及び人事交流を通じての

人材育成（ジョブ・ローテーショ

ン）の充実 

③ 研究事業への参加 

④ 保健所への医師の複数配置 

⑤ 各機関の連携 

⑥ 海外の公衆衛生及び留学に関する

情報提供 

⑦ 専門能力の向上・学位の授与 

⑧ 処遇の工夫 

(2) 公衆衛生医師の採用確保 

① 採用計画の策定による定期的な採

用 

② 募集方法の工夫 

③ 地方公共団体等での人事交流 

④ 公衆衛生医師確保推進登録事業の

活用 

(3) 公衆衛生医師の職務に関する普及啓発 

① 教育プログラムの工夫 

② 医育機関における進路説明会の活

用 

③ 卒後臨床研修（地域保健・医療）

の充実 

④ 生涯教育により臨床医への公衆衛

生知識の普及 

⑤ ホームページ等の媒体を活用した

普及啓発 
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このように整理されたツールがすでに開発

されていたが、自治体において十分な活用が

されているかは確認できていない。 

続いて取り上げるのは、平成 25 年度地域

保健総合推進事業の成果として平成 26 年 3

月 31 日に公開された「地方自治体における

公衆衛生医師の確保と育成に関するガイドラ

イン」(5)である。本ガイドラインは資料を

含めて 39 ページあり、以下の 4 点を基本的

な考え方として構成され、地方自治体の人事

担当者向けに作成されたとされている。 

(1) 公衆衛生医師の職務に関する普及・啓

発について 

(2) 公衆衛生医師の確保について 

(3) 公衆衛生医師の育成について 

(4) 公衆衛生医師の確保・育成のための推

進体制の整備と評価について 

 

とされる。さらに 2 ページに渡り「公衆衛

生医師の確保と育成に関するチェックリス

ト」も提示されている。また、本文中に繰り

返し【事例紹介】として取り組みが紹介され

ているのが特徴である。例えば、研修計画の

策定・運用の項目では「・毎月 1 回程度、主

に保健所医師を対象とした業務研修会（講

義・事例検討等）を開催。」などより具体的

に記載されている。 

 もう 1 点取り上げるのは、平成 27 年度

地域保健総合推進事業の成果物として 28 年

3 月に公開された「公衆衛生医師確保に向け

た取り組み事例集」（6）である。この事例集

は 18 ページからなり、作成の目的として

「全国で取り組まれている公衆衛生医師確保

のための方策を地域に紹介し、取組内容や工

夫などを参考に、自地域での医師確保策の工

夫につなげていただくことを目的に作成して

います（「Ⅰ.はじめに 1．事例集作成の目

的」より）」とあり、公衆衛生医師確保のポ

イントとして、図表を用いて 5 つの観点で簡

潔にまとめているのが特徴である。つまり、 

①公衆衛生医師のＰＲ 

②キャリアパスの提示 

③大学との連携 

④その他関係機関との連携 

⑤医師ネットワークの構築 

とされている。 

好事例として、青森県、群馬県、東京都、

京都府、大阪府、福岡県、長崎県の 7 つの都

府県が取り上げられ、取組の概要、取組の経

緯、具体的な取り組み内容、課題と展望とし

て整理されている。 

 

D．考察 

 取り上げた取り組みから考えられる課題と

対策案を採用する自治体側、医師側の問題に

整理しそれぞれに考察を加える。 

 

1 .採用する自治体側の課題と対策案 

まず、保健所長の不在や兼務となっている

現状に対して、自治体側の採用意欲や切迫感

がばらつき、濃淡がある。例えば「公衆衛生

医師確保に向けた取り組み事例集」に取り上

げられた 7 つの都府県の様に活発に取り組ん

でいる自治体もある一方で、そこまで到達し

ない自治体も多くあるのが現状である。対策

案として、厚生労働省側として、通知等によ

る働きかけや、厚生労働省健康局健康課公衆

衛生医師確保推進室の行っている「公衆衛生

医師確保推進登録事業」（マッチング事業）

（3）の拡充と周知が対策案として考えられ
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る。自治体の取り組みとしては、地域枠の医

師の義務年限の枠に公衆衛生医師としての勤

務期間を追加することも考えられる。現在、

ほぼ全ての都道府県において医師確保の為の

修学資金制度を整備しており、卒後概ね 9 年

間を義務年限とし、都道府県内での勤務を行

うことで返還義務を免除している場合が多く

みられる。公衆衛生医師としての勤務をもっ

て、義務年限の消化に充てるのである。これ

は自治体の取り組みとして可能であり、有効

な対策と考えられる。 

もう１つとしては、人口減少、交通アクセ

スの改善、住民の通信手段の充実を考える

と、対策案として現在整備されている保健所

の必要性を定量的に検討することによって、

場合によっては集約化につながることも考え

られる。人口分布や交通状況、さらにはテレ

ビ電話等、通信技術（ICT）の活用により保

健所数を見直し、集約して機能を向上図るの

は現実的と思われる。例えば医療法が規定す

る「2 次医療圏」は 340 余りである。この 2

次医療圏と各保健所の管区について整合をと

り、連携しやすくしてはどうだろうか。これ

により、保健所が約 140 か所減ることになり

集約される。利点としてはまさに「医療」と

「保健」の連携がなされることとなり、地域

包括ケアの推進にもつながるのではないか。

地域医療構想においても、地域医療調整会議

の事務局は都道府県であり、保健医療分野で

の都道府県のリーダーシップが求められてい

るのが現状である。これを好機として、保健

所の再編を行うのは合理的と考えられる。 

 

2.採用される医師側の課題と対策案 

まず、臨床医に比して公衆衛生医師の場合

のキャリアパスが不明瞭となりやすい。この

点においては平成 28 年度より「社会医学系

専門医」資格が立ち上がり、千葉県(7）や島

根県(8）での教育プログラムが立ち上がって

いる状況であり、改善しつつある。しかし一

方で社会医学系専門医を取得して後にどのよ

うな利点がありうるかは現時点では不透明で

ある。また、公衆衛生医師は自治体職員とし

て勤務しており、公衆衛生学修士号

（M.P.H.）や医学博士号（Ph.D.）の取得す

るタイミングも得にくいと考えられる。この

点の対策として、自治体と大学が連携して、

社会人大学院を整備して、M.P.H.や Ph.D.を

取得可能な働き方を提示することが考えられ

る。また、希望する公衆衛生医には自治体が

留学等のキャリアパスの設定やモデルケース

の提示を行う事も有効であろう。例えば、国

立感染症研究所が平成 11 年から整備し、研

修生を募集・採用する「実地疫学専門家養成

コース：FETP-J」（9）に参加することで、

ＷＨＯ本部などの国外研修を受ける事が出来

る。これと並行して、自治体も学位の取得や

学術的な発表などのアカデミックな活動や、

専門研修の修了に対して、積極的に人事評価

の対象としてゆく必要がある。 

今後の研究計画として、より幅広い確保対

策について事例を収集した上で、上記の考察

をふまえ、引き続きより精緻な政策評価の手

法の開発を行ってゆく予定である。 

 

E．結論 

公衆衛生医師の人材確保・育成に向け、こ

れまで多くの取り組みがされてきたが、現時

点では十分に効果的と言える方策の開発には

至っていない。そこで本研究は本分野におけ

る政策評価の方法を提案することを最終的な

目的とし、まずはその準備段階として現行の
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厚生労働省の公衆衛生医師の確保対策の経緯

をとりあげて、対策の要素と課題を抽出し

た。結果としてガイドラインやチェックツー

ル、好事例集の開発がされていることが分か

った。一方で確保対策の課題も見られ、「公

衆衛生医師確保推進登録事業」の拡充と周

知、公衆衛生行政医師に対し自治体と大学が

連携して学位を取得可能な働き方を提示する

ことが対策案として検討された。 
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